
    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

◆事前評価したもの 

整理 
番号 

事業等名 部課等名 評価結果 

1-1 2015推進計画の策定 企画財政部政策調整課 適切である 

1-2 行財政改革大綱・実行計画の策定 企画財政部行政推進課 適切である 

1-3 NPO法人の条例個別指定制度の導入 企画財政部行政推進課 適切である 

1-4 平成27年度当初予算の作成 企画財政部財政課 適切である 

1-5 北広島市税条例の一部改正 総務部税務課 適切である 

1-6 地域防災計画及び水防計画の見直し 総務部危機管理課 適切である 

1-7 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画の見直し 市民環境部市民課 適切である 

1-8 地球温暖化対策実行計画の策定 市民環境部環境課 適切である 

1-9 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正 市民環境部環境課 適切である 

1-10 第４期北広島市地域福祉計画の策定 保健福祉部福祉課 適切である 

1-11 障がい者福祉計画・第4期障がい福祉計画の策定 保健福祉部福祉課 適切である 

1-12 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定 保健福祉部高齢者支援課 適切である 

1-13 介護支援ボランティア制度実施要綱の策定 保健福祉部高齢者支援課 適切である 

1-14 

介護予防支援および地域包括支援センターに関する条

例の制定について 
保健福祉部高齢者支援課 適切である 

1-15 健康づくり計画の策定 保健福祉部健康推進課 適切である 

1-16 新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 保健福祉部健康推進課 適切である 

 



    

 

平成26年度 市民参加手続き事前評価事業一覧 

 

整理 
番号 

事業等名 部課等名 評価結果 

1-17 子ども医療費助成に関する条例の一部改正 保健福祉部国保医療課 適切である 

1-18 子ども・子育て支援事業計画の策定 保健福祉部児童家庭課 適切である 

1-19 子ども・子育て支援法等の施行に伴う条例の制定 保健福祉部児童家庭課 適切である 

1-20 子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の制定 保健福祉部児童家庭課 適切である 

1-21 
学童クラブにおける入所対象学年の拡大と開所時間の

延長 
保健福祉部児童家庭課 適切である 

1-22 子どもの権利推進計画の策定 保健福祉部児童家庭課 適切である 

1-23 住生活基本計画の策定 建設部建築課 適切である 

1-24 有害鳥獣被害防止計画の策定 経済部農政課 適切である 

1-25 水道事業財政計画の策定 水道部業務課 適切である 

1-26 公民館条例の一部改正 教育部社会教育課 適切である 

1-27 火災予防条例の一部改正 消防本部予防課 適切である 

 

◆事前評価していないもの 

整理 
番号 

事業等名 部課等名 評価結果 

2-1 

指定地域密着型サービスの事業に関する基準を定める

条例及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関

する基準を定める条例の一部改正について 

保健福祉部高齢者支援課 適切である 

2-2 国民健康保険税条例の一部改正 保健福祉部国保医療課 適切である 

2-3 いじめ防止基本方針の策定 教育部青少年課 適切である 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-1 事業名 2015推進計画の策定 部課名 企画財政部政策調整課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的な
事項を定める計画の策定又は変更 

 

１ 事業概要 

概要 
第5次総合計画における基本計画に掲げた施策を効果的に実施するため、平成27年度から平成

29年度までの具体的事業や活動を年次的に示した2015推進計画を策定する。 

根拠法令等 なし 法令等の位置づけ なし 

計画期間 平成27年から平成29年まで（3年間） 策定又は変更の時期 平成27年3月 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市総合計画推進委員会 

会議等の

名称 
北広島市総合計画推進委員会 

開催時期 平成26年4月～平成27年3月 開催時期 平成26年4月～平成27年3月 

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 平日 開催時間帯 日中 

回数 7回予定 回数 4回 

委員の募

集時期 

なし ※平成24年度公募 

（H24.5.1～H27.4.30） 

募集時期 なし（平成24年度公募） 

公募枠 1人 応募者数 2人 結果 1人 

委員の選

出方法 

公募市民については小論文と面接により選考した。 

学識経験者は経験等を考慮し選考した。 
委員の選

出方法 

公募市民については小論文と面接により選考した。 

学識経験者は経験等を考慮し選考した。 

委員人数      5人 委員人数 5人 出席率 95％ 

委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表者  人 
学識経験者 4人 

委員構成

内訳 

公募市民  1人  団体代表  人 
学識経験者  4人  その他  人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬210,000円   交通費35,000円 費用内訳 委員報酬 114,000円 交通費 19,573円 

 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年12月 

意見提出

期間 
平成26年12月15日～平成27年1月15日 

日数 30日間 日数 32日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10件 提出結果   8件   1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

資料作成にあたっては、新規・拡大、継続事
業等に区分して具体的にどのような事業に
力を入れているのかなどわかりやすい内容
とする。 

意見の取

り扱い 

3事業に対し8件の意見があり、うち1件の
意見に基づき文言表現の修正を行い、残り7
件の意見については、制度運用の中での参考
とした。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

【評価を受けての対応】 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

総合計画推進委員会では、第5次総合計画の進行管理及び評価に関する調査・審議等を行い、重点プロジェ
クトに係る提言等が出され、今後の推進計画策定等に向けた検討等の材料を得ることができた。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

重点プロジェクトに係る施策・事業についての意見交換を行い、提言書を市長あてに提出した。 
提言書は全庁に周知し、今後の推進計画策定等の中で検討材料として扱うこととなっている。 

☑パブリックコメント 

提出された意見を通じて、内容を再確認することができた。 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理
番号 

1-2 事業名 
北広島市行財政改革大綱・実行計画の

策定 
部課名 企画財政部行政推進課 

開始年度 H25 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基

本的な事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
平成 27 年度以降の行財政改革に関し、基本目標や改革項目を定める行財政改革大綱を策定す

る。（平成25年度から策定の検討開始） 

根拠法令等 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 法令等の位置づけ なし 

計画期間 平成27年から平成32年まで（6年間） 策定又は変更の時期 平成26年12月 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、民間企業関係者、その他市

民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

広く市民の意見を求めるため。（対象：市民） 

☐アンケート調査 

（平成25年度実施済み） 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市行財政改革推進委員会 

会議等の

名称 
北広島市行財政改革推進委員会 

開催時期 平成26年4月～平成27年3月 開催時期 平成26年5月～平成27年3月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 7回 回数 3回 

委員の募

集時期 

平成25年6月～平成25年7月 

（任期：平成25年12月26日～平成28年3月31日） 

募集時期 平成25年6月1日～平成25年6月24日 

公募枠 1人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

現大綱の基本目標を網羅できることを考慮し、以下の視点

から委員を選出する。 

学識経験者：行政運営・地方財政・政策評価・地方分権等 

民間企業関係者：民間の運営・改革手法の活用・官民連携 

NPO・ボランティア関係者：市民参加・協働 

公募市民：市民の意見 

委員の選

出方法 

現大綱の基本目標を網羅できることを考慮し、以下の視点

から委員を選出する。 

学識経験者：行政運営・地方財政・政策評価・地方分権等 

民間企業関係者：民間の運営・改革手法の活用・官民連携 

NPO・ボランティア関係者：市民参加・協働 

公募市民：市民の意見 

委員人数 5人 委員人数 5人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 

学識経験者2人 民間企業関係者1人 

NPO・ボランティア関係者 1人 公募市民 1人 
委員構成

内訳 

学識経験者 2人  民間企業関係者 1人 

NPO・ボランティア関係者1人  その他市民1人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 

2人 

（第1.2回のみ） 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬180,000円 交通費20,934円 費用内訳 委員報酬 90,000円 交通費 11,368円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年10月1日～平成26年10月31日 

意見提出

期間 
平成26年10月1日～平成26年10月31日 

日数 31日間 日数 31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 15件    提出結果  0 件  0 人 

実施にあ

たり工夫

すること 

概要版を作成し、わかりやすい資料づくりに

努める。 
意見の取

り扱い 

意見の提出はなかったので、原案のとおり策
定した。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年11月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年11月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期  実施時期 平成25年6月7日～平成25年6月28日 

実施回数  実施回数 1回 

対象者  対象者 20歳以上の市民 

配布数  配布数 1,000件 

回収数  回収数 392件（回収率 39.2％） 

予算内訳  費用内訳 

印刷製本費（返信用封筒）5,775円 

役務費（郵便料）77,595円 

※男女共同参画のアンケートと折半 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

る。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 平成 26 年度中に策定する行財政改革大綱・実行計画の検討にあたり、市民の意識や意向の把握、専門的視
点からの提言を受けることができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 資料の事前配布や会議内容の事前説明を行ったことで、活発な意見交換が図られた。 
☑パブリックコメント 

 広報、ＨＰ、担当課窓口、出先機関等行政資料コーナーで幅広く周知し、多くの市民の意見が反映できるよ
う考慮した。 
 

 



    

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-3 事業名 NPO法人の条例個別指定制度の導入 

部課名 企画財政部行政推進課 
対象事業等の 

区分 

(2)市政に関する基本的な方針を定める条例の制

定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

平成23年6月に特定非営利活動促進法、地方税法が改正され、地方公共団体の条例で指定されたNPO法人に寄

附をすると、個人住民税に寄附金控除が適用されるようになりました。制度の導入は、各自治体の判断に委ねら

れており、指定の基準や手続も各自治体の条例等で定めることになります。 

 道内においては、平成 25年度に北海道と札幌市で条例が制定され、石狩市も平成 26年度中の制定を予定して

います。 

 NPO法人にとって寄附金は、財政基盤を強化する上で重要な収入源です。地域課題の解決を目指し、市民に対す

るサービスの向上を図るためには、地域課題解決に貢献する活動を行う NPO 法人を支援することが重要と考え、

本市においても条例を制定することとします。 

根拠法令等 特定非営利活動促進法、地方税法 法令等の位置づけ 任意 

議会提案 平成26年第4回定例会（12月） 施行日 公布の日 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

市民協働の推進に関する専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：公募市民） 

☑市民説明会等 

制度導入後に実施し、制度の概要を広く周知するため。また、対象となる法人を把握するため。（対象：市内NPO法人担当者、

一般市民） 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑その他（ヒアリング） 

対象者にとって利用しやすい制度となるよう、指定の基準や手続き方法について意見を求めるため。また、制度導入に対する

ニーズや、制度導入後の対象となる法人を把握するため。（対象：市内NPO法人担当者） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市市民協働推進会議 

会議等の

名称 
北広島市市民協働推進会議 

開催時期 平成26年9月 開催時期 平成26年9月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 9月25日（火） 開催時間帯 18時30分～ 

回数 1回 回数 1回 

委員の募

集時期 

平成25年度募集済み 

（任期：H26.5.23～H28.5.22） 

募集時期 平成25年度募集済み 

公募枠 3人 応募者数 2人 結果 2人 

委員の選

出方法 

委員は、公募に応募した者のうちから市長が

委嘱する。 

委員の選

出方法 

委員は、公募に応募した者のうちから市長が

委嘱する。 

委員人数 5人 委員人数 5人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 

公募市民  5人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  5人  団体代表  人 

学識経験者  人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 30,000円 交通費 1,379円 費用内訳 委員報酬 30,000円 交通費 1,379円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年10月1日～10月31日 

意見提出

期間 
平成26年10月1日～10月31日 

日数 30日間 日数 31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 30件 提出結果 5件、3団体 

実施にあ

たり工夫

すること 

対象者に対し、パブリックコメントの実施を

通知するなど、意見を出しやすい環境づくり

に努める。 

意見の取

り扱い 

賛成意見のみだったため、案は修正しなかっ
た。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

 

■その他 

予定 結果 

ヒアリ

ング 

指定の基準や手続き方法について意見を交

換し、制度導入に対するニーズや制度導入後

の対象となる法人を把握するため、市内NPO

法人担当者に対しヒアリングを行う。（平成

26年10月頃） 

 実施しなかった。 

 

■市民説明会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

開催時期  開催時間帯  開催日 平成27年2月6日 開催時間 13時30分～ 

開催内容 ☐市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 開催内容 ☑市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 

回数  回 回数  1回 

場所  場所 北広島市芸術文化ホール 活動室1 

参加人数  人 参加人数 12法人、1個人、計25人 

対象者  参加内訳 市内NPO法人担当者、一般市民 

周知方法 
□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（対象者に通知） 
周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳  円 費用内訳 NPOセミナーと同時開催のため0円 

 



    

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

市民協働推進会議、パブリックコメントを実施し、市内NPO法人及び市民と十分に意見を交換し、原案を作
成した。また、当初予定していたヒアリングの代わりに市民説明会を実施し、制度の周知を図った。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

条例の内容のほか、制度の周知方法について意見をもらった。 
☑市民説明会等 

NPO法人担当者と一般市民を対象に条例制定後に実施し、制度の概要説明と質疑応答を行った。 
☑パブリックコメント 

3団体から5件の意見をいただいたが、賛成意見であったため原案のとおり議会へ提案した。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-4 事業名 平成27年度当初予算の作成 

部課名 企画財政部財政課 
対象事業等の 

区分 
(12)当初予算の作成 

１ 事業概要 

概要 
 平成27年度の予算作成にあたり、各担当部局からの予算要求段階における新規事業（新たに取

組もうとする事業など）の内容についてパブリックコメントを実施する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年12月 

意見提出

期間 
平成26年12月15日から平成27年1月8日

まで 

日数 31日間 日数 25日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 ２件 提出結果 ０件  

実施にあ

たり工夫

すること 

 特になし 
意見の取

り扱い 

意見の提出がなかったため案は修正しなか
った。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成２７年２月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成２７年２月 

 



    

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

 

【評価を受けての対応】 

引き続き適切に市民参加手続きを実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

過去５年間の実施によりその方法については概ね確立していると考えるが、国の予算編成との動きとも関連
した本市の予算編成スケジュールを考慮しつつ、可能な限り意見提出期間の適正確保に努める。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 
 引き続き適切に市民参加手続きを実施する。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 



    

 

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理
番号 

1-5 事業名 北広島市税条例の一部改正 部課名 総務部税務課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（5）市税の税率の引上げを目的として行

う条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

北広島市税条例において税率を定めている、小型特殊自動車等（小型特殊自動車農業用、小型

特殊自動車その他(フォークリフト等)、もっぱら雪上を走行するもの(660cc 以下)）の軽自動車

税の税率引き上げ及び法人市民税法人税割の税率を引き下げる見直しを行います。 

平成２６年度地方税制改正においては、税制抜本改革の着実な実施の観点から、消費税８％の

引き上げ時において、自動車取得税の税率を引き下げることに伴い、軽自動車税の税率を引き上

げる等の車体課税の見直しを行い条例で税率を定める車種についても均衡を失しないよう引き上

げを行います。 

また、地方法人課税の偏在を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の引

き下げを行います。 

根拠法令等 地方税法 法令等の位置づけ 義務 

議会提案予定 平成26年第3回定例会 施行日 
平成26年10月1日（法人市民税） 

平成27年4月1日（軽自動車税） 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年6月16日～平成26年7月15日 

意見提出

期間 
平成26年6月15日（日）から平成26年7

月15日（火） 

日数  30日間 日数 31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 20件    提出結果  0件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

意見の提出を促すため、市民に分かりやすい資

料作りに努める。 

意見の取

り扱い 

意見はなかった。 
意見がなかった旨の結果公表と、条例改正ま
でのスケジュールを公表した。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年7月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年7月 

 



    

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 本件に関して、パブリックコメントによる市民からの意見はなかったが、税条例の改正に関して周知する機
会となった。 
 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 意見はなかった。 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-6 事業名 
北広島市地域防災計画及び水防計画の

見直し 
部課名 総務部危機管理課 

事業開始年度 H26 事業終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基

本的な事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

東日本大震災以降、災害対策基本法の改正、国の防災基本計画及び北海道の地域防災計画の見

直しが進められるなど防災対策を取り巻く環境は大きく変化しており、こうした防災関係法令の

見直しを踏まえ、災害に対する市の防災・減災対策の効果的な推進を図るため、地域防災計画及

び水防計画の見直しを行うものです。 

根拠法令等 災害対策基本法、北広島市防災会議条例 法令等の位置づけ 義務 

計画期間 変更の日から 策定又は変更の時期 平成27年2月 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 地域防災計画の見直しは、災害対策基本法第42条により北広島市防災会議が行う。（構成メンバー：北広島

市防災会議条例第3条第5項に規定するもの（指定行政機関、自衛隊、北海道、北海道警察、指定公共機関、

指定地方公共機関等）） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市防災会議 

会議等の

名称 
北広島市防災会議 

開催時期 平成27年2月 開催時期 平成27年3月25日 

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 平日 開催時間帯 日中 

回数 1 回 回数 １回 

委員の募

集時期 
公募市民なし 

募集時期 公募市民なし 

公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 
北広島市防災会議条例による 

委員の選

出方法 
北広島市防災会議条例による 

委員人数   26 人 委員人数 27人 出席率 74％（代理出席除く） 

委員構成

内訳 

公募市民  人  団体代表者 26人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  人  団体代表  27人 

学識経験者  人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数     0人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 60,000円 交通費 15,000円 費用内訳 委員報酬 36,000円  交通費 2,849円 

 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成27年1月頃 

意見提出

期間 
平成27年2月13日～3月15日 

日数  30日間 日数   31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  10 件    提出結果 0件 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 

意見の提出はなかったので原案のとおり見
直しを行った。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年3月 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

原案どおり承認されたことから3月25日付けで施行済みである。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

パブリックコメント実施後、案のとおり平成27年3月25日開催の北広島市防災会議で審議した。 
☑パブリックコメント 

意見はとくになかった。 
 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-7 事業名 
犯罪のない安全で安心なまちづくり推
進計画の見直し 

部課名 市民環境部市民課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基
本的な事項を定める計画の策定又は変更 

 

１ 事業概要 

概要 
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画が平成26年度で計画期間終了となることに伴い、

平成27年度を初年度とする推進計画を見直し策定するものです。 

根拠法令等 北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 法令等の位置づけ 義務 

計画期間 平成27年から平成31年まで（5年間） 策定又は変更の時期 平成27年3月 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な意見を聞く為、犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議に諮る。（構成メンバー：防犯協
会連合会、暴力追放運動推進協議会、札幌方面厚別警察署、自治連合会、社会福祉協議会、商工会、小中
学校校長会、幼稚園協会、PTA連合会、交通安全運動推進委員会、老人クラブ連合会、市民公募委員） 

☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議 

会議等の

名称 
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議 

開催時期 平成26年8月～平成26年12月 開催時期 平成26年11月～平成27年2月 

開催日 平日 開催時間帯 昼間 開催日 平日 開催時間帯 昼間 

回数 4回 回数 3回 

委員の募

集時期 

公募募集：H24. 9. 1～H24. 9.20 

任  期：H25.10. 1～H27. 9.30 

募集時期 平成24年度募集済み 

公募枠 12人 応募者数 12人 結果 12人 

委員の選

出方法 

各関係団体については、団体からの推薦による。 

公募市民については、年齢、他の審議会等の委員と

の兼職等を考慮して選考する。 

委員の選

出方法 

各関係団体については、団体からの推薦による。 

公募市民については、年齢、他の審議会等の委員と

の兼職等を考慮して選考する。 

委員人数     12人 委員人数 12人 出席率 78% 

委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表者11人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  1人  団体代表 11人 

学識経験者  人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数    0人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 264,000円 交通費  18,460円 費用内訳 委員報酬 144,000円  交通費 9,955円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成27年1月頃 

意見提出

期間 
平成27年1月5日～2月4日 

日数   30日間 日数   31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   1件    提出結果  0件  

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

○案は修正しなかった 

○その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月頃 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

北広島市内でも高齢化に伴い独居老人が増加して

いる。高齢者等が振り込め詐欺等の被害に遭わないよ

うに、啓発を含めた対策を計画の中できちんと定めて

もらいたい。 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

【評価を受けての対応】 

 事前評価を受け、計画に犯罪発生の背景として、地

域の人間関係の薄れなどによる地域コミュニティ機

能の低下を要因のひとつとして明記するとともに、市

の取組みの中で、高齢者に対する特殊詐欺被害防止の

ため、必要な知識の普及や啓発を行うよう明記した。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議、パブリックコメントを実施し、推進会議では警察から地域住
民までの安全・安心に関する幅広い知識で意見交換を十分に行い、実態にあった実効性のある計画（案）を作
成した。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 
 地域の実情や犯罪の変化などについて、警察から地域までの幅広い意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 
 特に意見は出されなかった。 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 



    

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-8 事業名 地球温暖化対策実行計画の策定 部課名 市民環境部環境課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基
本的な事項を定める計画の策定又は変更 

 

１ 事業概要 

概要 
市域における地球温暖化対策実行計画を策定し、再生可能エネルギー等の利用や省エネルギー

の取組等により温室効果ガスの削減を図る。 

根拠法令等 地球温暖化対策の推進に関する法律 法令等の位置づけ 努力義務 

計画期間 未定 策定又は変更の時期 平成27年3月 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため（対象：市民） 

☑アンケート調査 

市民・事業者の意見等を把握するため（対象：市民・事業者） 

☑その他（環境団体ヒアリング） 

環境団体から意見を聴き、計画に反映させるため 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市環境審議会 

会議等の

名称 
北広島市環境審議会 

開催時期 
平成２６年７月～平成２７年３月 

開催時期 
平成26年8月、10月、11月、平成27年2

月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 ５回 回数 4回 

委員の募

集時期 

平成２５年４月 

（任期：平成25年4月27日～平成27年4月26日） 

募集時期 平成25年4月 

公募枠 4人 応募者数 4人 結果 4人 

委員の選

出方法 

団体代表は推薦による。公募市民については、男女比、年

齢構成、他審議会委員との兼務等を考慮して選考した。 

委員の選

出方法 
団体代表は推薦による。公募市民については、男女比、年

齢構成、他審議会委員との兼務等を考慮して選考した。 

委員人数 １０人 委員人数 10人 出席率 82.5％ 

委員構成

内訳 

公募市民  ４人  団体代表者  ３人 

学識経験者  ３人 
委員構成

内訳 

公募市民  4人  団体代表  3人 

学識経験者  3人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 3人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬360,000円  交通費36,000円 費用内訳 委員報酬198,000円  交通費17,945円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成２６年１２月頃 

意見提出

期間 
平成27年1月5日から2月4日まで 

日数 ３０日間 日数   ３１日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 １０件    提出結果 7件、1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

概要版を作成し、市民にわかりやすい資料づ

くりに努める。 

意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成２７年１月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年3月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期 平成２６年６月 実施時期 平成26年6月 

実施回数 １回 実施回数 1回 

対象者 市民、事業者 対象者 市民、事業者 

配布数 市民（1,000件）、事業者（200件） 配布数 市民（1,000件）、事業者（200件） 

回収数 600件 （回収率５０％） 回収数 市民430件（回収率43％）、事業者85件（42％） 

予算内訳 役務費（郵便料）157,000円 費用内訳 受託者が負担 

 

■その他 

予定 結果 

環境団体 

ヒアリング 

環境団体（2団体20人）から意見を聴き、

計画に反映させるため環境団体ヒアリ

ングを行う。（平成26年9月実施） 

 エコ・パートナーシップ北広島との意見交換

会を実施した。（平成26年12月） 

 



    

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

 

【評価を受けての対応】 

ほぼ当初の予定どおり市民参加手続きを進めた。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

環境審議会、市民・事業者アンケート、パブリックコメント等を実施し、原案を作成した。 
 

 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画案に対して、活発な議論をいただき、貴重な提言等をいただいた。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

計画案の修正は行わなかったが、今後、本市において検討を進めるべきものなど、計7件の意見をいただいた。 
☑アンケート調査 

市民や事業者の意識及び実態を把握することができた。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 



    

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-9 事業名 
廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部改正 
部課名 市民環境部環境課 

開始年度 Ｈ26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（6）分担金、使用料及び手数料の徴収に
ついて定める条例の制定、改正又は廃止 

 

１ 事業概要 

概要 
従前道央地区環境衛生組合で実施しているし尿処理を平成２７年度から市の直営で実施するこ

とに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する条例でし尿処理手数料を規定するものです。 

根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 法令等の位置づけ 義務 

議会提案予定 平成26年第3回定例会 施行日 平成27年4月1日 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成２６年７月１日～７月３０日 

意見提出

期間 
平成２６年７月１日～７月３１日 

日数 ３０日間 日数 ３１日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  ５件    提出結果  ０件    

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
意見の提出はなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年8月 

結果の公

表 
☑有 ☐無 時期 平成26年8月 

 



    

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

評価を受けて、パブリックコメントを実施した。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施したが、意見の応募はなかった。 
 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の応募はなかった。 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理
番号 

1-10 事業名 第４期北広島市地域福祉計画の策定 部課名 保健福祉部福祉課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基
本的な事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
第３期北広島市地域福祉計画が平成26年度に計画期間終了となることに伴い、平成27年度を

初年度とする第４期北広島市地域福祉計画を策定するものです。 

根拠法令等 社会福祉法 法令等の位置づけ 任意 

計画期間 平成27年から平成32年まで（6年間） 策定又は変更の時期 平成27年3月 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：福祉関係者、保健医療関係者、自治団体、
福祉サービス関係者、学識経験者、福祉関係団体等、公募による市民） 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

地域福祉に係る市民のニーズ等を把握するため。（対象：市民） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 

北広島市保健福祉計画検討委員会 

地域福祉部会 

会議等の

名称 

北広島市保健福祉計画検討委員会 

地域福祉部会 

開催時期 平成26年7月～平成27年3月 開催時期 平成26年7月～平成27年2月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 6回 回数 4回 

委員の募

集時期 
平成26年6月頃 

募集時期 平成26年6月15日～6月25日 

公募枠 １人 応募者数 １人 結果 １人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地
域構成、委員の在期年数及び他の審議会等の委
員との兼職状況等を考慮して選考する。関係者
や団体代表者等については、団体等の事業内容
等を考慮して選出する。 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地
域構成、委員の在期年数及び他の審議会等の委
員との兼職状況等を考慮して選考した。関係者
や団体代表者等については、団体等の事業内容
等を考慮して選出した。 

委員人数 
11人（うち3人は北広島市保健福祉計画検討委員会

の他の部会の部会長） 
委員人数 

10人（うち2人は北広島市保健福祉計

画検討委員会の他の部会の部会長） 
出席率 82％ 

委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表者等 9人 

学識経験者 1人 
委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表 7人 

学識経験者 2人  その他  人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   2人 

開催日等 

周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬396,000円  交通費17,000円 費用内訳 委員報酬186,000円 交通費15,818円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年12月頃 

意見提出

期間 
平成26年12月15日～平成27年1月15日 

日数 30日間 日数 32日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   5件    提出結果   0件 

実施にあ

たり工夫

すること 

概要版を作成し、市民にわかりやすい資料づ

くりに努める。 

意見の取

り扱い 
意見はなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年1月頃 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年3月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期 平成26年7月頃 実施時期 平成26年8月15日～9月3日 

実施回数 1回 実施回数 1回 

対象者 市民 対象者 市民 

配布数 1,000件 配布数 1,000件 

回収数  500件（回収率50％） 回収数  440件（回収率44％） 

予算内訳 役務費（郵便料）87,000円 費用内訳 役務費（郵便料）82,657円 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

 

【評価を受けての対応】 

 



    

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市保健福祉計画検討委員会地域福祉部会、パブリックコメントを実施し、団体代表者や市民等と十分に

意見を交換し、原案を作成した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画に盛り込む内容や市民に対する周知方法等について意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

地域福祉計画に関する意見はなかった。 
☑アンケート調査 

地域福祉に関するアンケート調査を実施し、市民ニーズ等を計画に反映した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-11 事業名 
北広島市障がい者福祉計画・第 4 期障

がい福祉計画の策定 
部課名 保健福祉部福祉課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基

本的な事項を定める計画の策定又は変更 

 

１ 事業概要 

概要 
北広島市障がい者福祉計画・第3期障がい福祉計画が平成26年度に計画期間終了となることか

ら、平成27年度を初年度とする北広島市障がい者福祉計画・第4期障がい福祉計画を策定するも

のです。 

根拠法令等 
障害者基本法 

障害者の日常生活社会生活を総合的に支援するための法律 
法令等の位置づけ 義務 

計画期間 平成27年から平成29年まで（3年間） 策定又は変更の時期 平成27年3月 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：福祉サービス関係者、保健医療関係者、公

募による市民） 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

障がい福祉に係る障がい児・者等のニーズを把握するため。（対象：市民（主に障がい児の保護者・障がい者）） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 

北広島市保健福祉計画検討委員会 

障がい福祉部会 

会議等の

名称 

北広島市保健福祉計画検討委員会 

障がい福祉部会 

開催時期 平成26年7月～平成27年3月 開催時期 平成26年7月～平成27年2月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 6 回 回数 5回 

委員の募

集時期 
平成26年6月頃 

募集時期 平成26年6月15日～6月25日 

公募枠 1人 応募者数 2人 結果 1人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、委員の在

期年数等考慮して選考する。関係者等については、

関係機関の事業内容等を考慮して選出する。 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数等を考慮して選考した。関係者等につ

いては、関係機関の事業内容等を考慮して選出した。 

委員人数    8人 委員人数 8人 出席率 95％ 

委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表者等 6人 

学識経験者 1人 
委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表 6人 

学識経験者 1人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   2 人 

開催日等 

周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 288,000円 交通費 40,000円 費用内訳 委員報酬 228,000円 交通費 34,743円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年12月頃 

意見提出

期間 
平成26年12月15日～平成27年1月15日 

日数  30 日間 日数 32日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 説明会 

場所 
□有 ☑無 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   5件    提出結果   0件 

実施にあ

たり工夫

すること 

概要版を作成し、市民にわかりやすい資料づ

くりに努める。 

意見の取

り扱い 
意見はなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 

結果の公

表 
☑有 □無 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年3月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 調査票郵送、郵送回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期   平成26年7月頃 実施時期 平成26年8月15日～9月3日 

実施回数   1回 実施回数 1回 

対象者 市民（主に障がい児の保護者・障がい者） 対象者 障がい福祉サービス等を利用している障が

い児の保護者・障がい者 

配布数 500通 配布数 605件 

回収数 250通（回収率50％） 回収数 373件（回収率62％） 

予算内訳 委託料に含む。（84,000円） 費用内訳 役務費（郵便料）83,266円 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

 

【評価を受けての対応】 

 



    

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市保健福祉計画検討委員会障がい福祉部会、パブリックコメントを実施し、福祉サービス関係者や市民

等と十分に意見を交換し、原案を作成した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画に盛り込む内容や市民に対する周知方法等について意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

障がい支援計画（障がい者福祉計画・第4期障がい福祉計画）に関する意見はなかった。 
☑アンケート調査 

障がい福祉に関するアンケート調査を実施し、市民ニーズ等を計画に反映した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-12 事業名 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定 部課名 保健福祉部高齢者支援課 

事業開始年度 H25 事業終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

第5条（1）市の基本構想、基本計画その
他市の基本的な事項を定める計画の策定
又は変更 

１ 事業概要 

 高齢者保健福祉計画・第 5 期介護保険事業計画が平成 26 年度に計画期間満了となることに伴い、平成 27

年度を初年度とする高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画を策定するもの。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：保健医療関係機関、介護保険関係機関、

学識経験者、福祉関係団体、公募による市民） 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

 高齢者のニーズ等を把握するため。（対象：65歳以上の高齢者） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市保健福祉計画検討委員会 

会議等の

名称 
北広島市保健福祉計画検討委員会 

開催時期 平成26年7月～平成27年3月 開催時期 平成26年7月～平成27年3月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 6回 回数 6回 

委員の 

募集時期 
未定 募集時期 平成26年6月15日～6月25日 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地
域構成、委員の在期年数及び他の審議会等の
委員との兼職状況等を考慮して選考する。団
体代表者については、団体における実績を考
慮して選出する。 

公募枠 2人 応募者数 1人 結果 1人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地
域構成、委員の在期年数及び他の審議会等の
委員との兼職状況等を考慮して選考する。団
体代表者については、団体における実績を考
慮して選出する。 

委員人数      8人 委員人数 8人 出席率 92％ 

委員構成

内訳 

公募市民  1人  団体代表者  6人 

学識経験者  1人 
委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表 6人 

学識経験者 1人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   13 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬288,000円  交通費52,000円 費用内訳 委員報酬264,000円  交通費22,163円 

 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成27年1月頃 

意見提出

期間 
平成26年12月15日～平成27年1月15日 

日数 30日間 日数   30日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 5件 提出結果   0件  0 人 

実施にあ

たり工夫

すること 

概要版を作成し、市民に分かりやすく周知す

る。 

意見の取

り扱い 
意見の提出はなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月頃 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期 平成25年12月 実施時期 平成25年12月9日から12月27日 

実施回数 1回 実施回数 1回 

対象者 65歳以上の高齢者 対象者 65歳以上の高齢者 

配布数 3,000件 配布数 3,000件 

回収数 2,100件（回収率70％） 回収数 2,217件（回収率73.9％） 

予算内訳 需用費217千円、役務費696千円、委託料2,390千円 費用内訳 需用費204千円、役務費521千円、委託料945千円 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

市民の意見を慎重に聞き、専門家からも意見をもら

って、検討してもらいたい。 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

パブリックコメントを実施、北広島市保健福祉計画検

討委員会を開催し専門家などと十分に意見交換を行

い、計画を作成した。 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 パブリックコメントの実施、北広島市保健福祉計画検討委員会を開催し、学識者及び市民などと十分に意見
交換を行い、計画を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画策定にあたり、事業の内容・実施方法等について意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

パブリックコメントを実施したが、市民からの意見はなかった。 
☑アンケート調査 

無作為抽出した高齢者のニーズ等を統計的に把握し、計画に反映させた。 
□その他（        ） 



    

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-13 事業名 
介護支援ボランティア制度実施要綱の

策定 
部課名 保健福祉部高齢者支援課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（13）その他市の機関が市民参加の必要

があると認めるもの 

 

１ 事業概要 

 高齢者の社会参加を通じた介護予防を推進する観点から、ボランティア登録をしている高齢者が、ボランテ

ィア活動の登録施設・事業所等で行ったボランティア活動に対し、実績に応じたポイントを付与する。当該高

齢者は蓄積したポイントを交換することができる。（平成25年度策定検討開始、平成26年7月決定予定） 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、広く市民の声を聞くため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年6月頃 

意見提出

期間 
平成26年6月15日～7月14日 

日数   30日間 日数   30日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  5件    提出結果   7件  2人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
意見を反映し、案を修正した 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年7月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年8月 

 

 



    

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 パブリックコメントを実施し、市民の意見を反映し要綱を作成した。 
 

 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 1件の意見に基づき、案を修正した。残りの6件の意見については制度運用の中での参考意見とした。 
 

□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-14 事業名 
介護予防支援および地域包括支援セン

ターに関する条例制定について 
部課名 高齢者支援課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（2）市政に関する基本的な方針を定める

条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律（平成 25 年法律第 44 号）」いわゆる第３次地方分権一括法による介護保険法の改正に伴い、

地方公共団体が居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、地域包括支援センターの指定基準を

条例で定めることとなったため、人員、運営に関する基準について条例を制定するものです。 

根拠法令等 介護保険法 法令等の位置づけ 義務 

議会提案 平成26年第4回定例会 施行日 平成27年4月1日 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：医師、歯科医師、介護サービス団体、学識経

験者、福祉関係団体等） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

☑その他（関係団体等との意見交換） 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事業所から意見を求めるため。 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
地域包括支援センター運営協議会 

会議等の

名称 
地域包括支援センター運営協議会 

開催時期 平成26年10月15日（予定） 開催時期 平成26年10月16日 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 １回 回数 1回 

委員の募

集時期 

平成24年度実施済み 

（任期：平成24年6月1～平成27年5月31日） 

募集時期 平成24年実施済み 

公募枠 2人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

公募市民については、広報で募集 
団体代表者については、団体における実績等
を考慮し推薦 

委員の選

出方法 

公募市民については、広報で募集 

団体代表者については、団体における実績等

を考慮し推薦 

委員人数      8人 委員人数 8人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 

公募市民  0人  団体代表者  7人 

学識経験者  1人 
委員構成

内訳 

公募市民  0人  団体代表 7人 

学識経験者 1人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 6,000円×7人 交通費 5,600円 費用内訳 委員報酬 6,000円×8人 交通費4,756円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
11月1日から11月30日まで 

意見提出

期間 
10月1日から10月31日まで 

日数  30 日間 日数  31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  1～5 件    提出結果  0件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
意見の提出はなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年12月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

 

■その他 

予定 結果 

関係団体

等との意

見交換 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事

業所から意見を求め、条例案作成の参考とす

る。（10月頃を予定） 

関係団体

等との意

見交換 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事

業所から意見を求め、条例案作成の参考とす

る。 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 



    

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 地域包括支援センター運営協議会、パブリックコメントを実施し、専門家及び市民と十分に意見を交換し、

原案を作成した。 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

条例案の内容等について意見をもらった。 

□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出はなかったので原案のとおり議会に提案した。 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-15 事業名 健康づくり計画の策定（第4次） 部課名 保健福祉部健康推進課 

開始年度 Ｈ26 終了年度 Ｈ26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基

本的な事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
健康づくり計画（第3次）が平成26年度に計画期間終了となることに伴い、平成27年度を初

年度とする健康づくり計画（第4次）を策定するものです。 

根拠法令等 健康増進法 法令等の位置づけ 努力義務 

計画期間 平成27年から平成32年まで（6年間） 策定又は変更の時期 平成27年3月 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：福祉関係者、保健医療関係者、自治団体、

福祉サービス関係者、学識経験者、福祉関係団体、公募による市民） 

☑パブリックコメント 

市民に広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

市民の健康づくりに対する意識を調査するため。（対象：市民） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 

北広島市保健福祉計画検討委員会 

地域福祉部会 

会議等の

名称 
北広島市保健福祉計画検討委員会 

地域福祉部会 

開催時期 平成26年7月～平成27年3月 開催時期 平成26年7月～平成27年2月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 ６回 回数 ４回 

委員の募

集時期 
平成26年6月頃 

募集時期 平成26年6月15日～6月25日 

公募枠 1人 応募者数 1人 結果 1人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在籍年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考する。関係者や団体代表者等

については、団体等の事業内容等を考慮して選出す

る。 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考した。関係者や団体代表者等

については、団体等の事業内容等を考慮して選出し

た。 

委員人数 
１１人（うち３人は北広島市保健福祉計画検討委員

会の他の部会の部会長） 
委員人数 

10 人（うち 2 人は北広島市保健福祉計
画検討委員会のほかの部会の部会長） 

出席率 82% 

委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表者等 9人 

学識経験者 1人 
委員構成

内訳 

公募市民 1人  団体代表  7人 

学識経験者  2人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 2人 

開催日等 

周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 
委員報酬   交通費 （地域福祉計画と同時に開催） 

費用内訳 
委員報酬186,000円 交通費15,818円 

（地域福祉計画と同時に開催） 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年12月頃 

意見提出

期間 
平成26年12月15日~平成 27年 1月 15 日 

日数  30日間 日数 32日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   5件    提出結果   12件   3人 

実施にあ

たり工夫

すること 

概要版を作成し、市民にわかりやすい資料作

りに努める。 

意見の取

り扱い 
案は修正しなかった。 

結果の公

表 
☑有  □無 時期 平成27年1月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年3月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期 平成26年７月頃 実施時期 平成26年8月15日~9 月 3 日 

実施回数 １回 実施回数 １回 

対象者 市民 対象者 市民（18歳以上を無作為抽出） 

配布数 1000件 配布数 1,000人 

回収数 500件  （回収率50％） 回収数 440件（回収率44％） 

予算内訳 役務費（郵便料）87,000円 費用内訳 役務費（郵便料）82,657円 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 予定通り市民参加手続きを進めた。 

 



    

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 北広島市保健福祉計画検討委員会地域福祉部会、パブリックコメント、アンケート調査を実施し、団体代表
者や市民等と十分に意見を交換し、原案を策定した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 計画に盛り込む内容や市民に対する周知方法等について意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 12件の意見をもらい、内容を整理し計画への反映について検討をした。 
☑アンケート調査 

 健康づくりに関するアンケート調査を実施し、市民ニーズ等を計画に反映した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-16 事業名 
北広島市新型インフルエンザ等対策行動

計画の策定 
部課名 保健福祉部 健康推進課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の

基本的な事項を定める計画の策定又は変

更 

 

１ 事業概要 

概要 
平成25年4月13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフ

ルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項や、実施する措置の基本的な事項を示すため、北広

島市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定する。 

根拠法令等 新型インフルエンザ等対策特別措置法 法令等の位置づけ 義務 

計画期間 平成26年から 策定又は変更の時期 平成26年9月 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

☑その他（学識経験者からの意見聴取） 

医療関係者などの学識経験者から計画案に対する意見を聴取するため。 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年7月 

意見提出

期間 
平成26年10月1日から10月31日 

日数   31日間 日数   31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   5件    提出結果   0件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

多くの意見が出るよう、広報や HPでの積極

的な周知を行う。 

意見の取

り扱い 

意見が出なかったため、案は修正しなかっ
た。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年8月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

 

 

 



    

■その他 

予定 結果 

学 識 経

験 者 か

ら の 意

見聴取 

医療関係者などの学識経験者から計画案に

対する意見を聴取する。（平成26年6月頃実

施） 

学識経

験者か

らの意

見聴取 

平成26年7月1日に医師会役員に対して計

画案等の資料を渡した。計画案等の内容につ

いて医師会で協議された上、8 月 12 日付け

で「意見なし」と回答があった。 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

事前評価を受けて、適切に市民参加を募ることができ

るよう、広く周知するよう配慮する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントや学識経験者からの意見聴取において、意見等は出なかった。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑パブリックコメント 

適正に執行し、意見等は出なかった。 
☑その他（学識経験者からの意見聴取） 

適正に執行し、意見等は出なかった。 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-17 事業名 
北広島市子ども医療費助成に関する条

例の一部改正 
部課名 保健福祉部国保医療課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（2）市制に関する基本的な方針を定める

条例の制定、改正又は廃止 

 

１ 事業概要 

概要 

子育て世帯の経済的負担の軽減と、子育て環境の充実を図ることを目的に、通院に係る医療費

助成を拡大するため、条例の一部改正をするものです。 

子ども医療助成事業の通院の助成対象を「小学校就学前まで」から「小学校6年生まで」に拡

大します。※小学生の通院の窓口負担 市町村民税課税世帯 1割（月上限12,000円） 非課税

世帯 初診時一部負担金（医科580円 歯科510円） 

根拠法令等 なし 法令等の位置づけ なし 

議会提案 平成26年第4回定例会 施行日 平成27年4月1日 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント     

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年7月頃 

意見提出

期間 
平成26年8月15日から9月14日まで 

日数  30 日間 日数  31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  10 件    提出結果  0 件  0 人 

実施にあ

たり工夫

すること 

条例改正の内容について、わかりやすい資料

の作成をします。 

意見の取

り扱い 
意見がなかったため、案は修正しなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年8月中旬 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年9月 

 



    

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 パブリックコメントを実施したが、意見の提出がなかったため原案のとおり議会に提案した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 意見がなかったため、案は修正しなかった。 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-18 事業名 子ども・子育て支援事業計画の策定 部課名 保健福祉部児童家庭課 

開始年度 Ｈ25 終了年度 Ｈ26 
対象事業等の

区分 

（1）基本構想・基本計画等、市の基本的

な計画の策定又は変更に関するもの 

 

１ 事業概要 

 国の基本指針に即して、幼児教育・保育及び子育て支援事業にかかる提供体制の確保や、子ども・子育て支

援法に基づく業務の円滑な実施に向け、事業計画を策定する。 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：関係団体代表、学識経験者、公募による

市民） 

☑パブリックコメント 

本事業計画について、市民より広く意見をもとめるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

（平成25 年度実施済み） 

 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市子ども・子育て会議 

会議等の

名称 
北広島市子ども・子育て会議 

開催時期 平成26年4月1日～平成27年3月31日 開催時期 平成26年4月1日～平成27年3月31日 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 平日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 5回/年 回数 7回 

委員の募

集時期 

平成25 年4 月1 日～平成25 年4 月16 日 
（任期：平成25 年4 月1 日～平成30 年3 月31 日） 

募集時期 平成25 年4 月1 日～平成25 年4 月16 日 

公募枠 2人 応募者数 2人 結果 2人 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基

づく業務に関係する団体から推薦された人

物から選出する。 

学識経験者については道都大学と連携し、社

会福祉学科から推薦された人物から選出す

る。 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基

づく業務に関係する団体から推薦された人

物から選出する。 

学識経験者については道都大学と連携し、社

会福祉学科から推薦された人物から選出す

る。 

委員人数      10人 委員人数 10人 出席率 89％ 

委員構成

内訳 

公募市民2人  団体代表者 7人 

学識経験者 1人 
委員構成

内訳 

公募市民2人  団体代表者 7人 

学識経験者 1人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 計18人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬300千円   交通費28千円 費用内訳 委員報酬 372千円 交通費 35千円 

 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年8月頃 

意見提出

期間 
平成27年2月1日～3月2日 

日数   30日間 日数   30日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   10件    提出結果  0件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

北広島市子ども・子育て会議を通じて、広く

周知する予定 

意見の取

り扱い 
案は修正しなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年9月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年3月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 郵送配布・郵送回収 

実施時期   月 実施時期 平成25年11月19日～12月3日 

実施回数   回 実施回数 1回 

対象者  対象者 就学前児童1,500名、小学生1,000名 

配布数  配布数 2,500部 

回収数      （回収率  ％） 回収数 1,394（回収率55.76％） 

予算内訳  費用内訳 委託料2,835千円 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 



    

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

子ども・子育て会議において、条例・計画の内容について審議をいただいたほか、パブリックコメントを実施。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

小さい子どものいる委員がいたため、託児を行うなど、出席に配慮した。会議においては非常に活発な議論が
あった。また、次世代育成対策推進行動計画の内容を取り込むこととしたため、開催回数を増やして審議した。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見がなかったため、計画への反映はしなかった。 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-19 事業名 子ども・子育て支援法等の施行に伴う条例の制定 

部課名 保健福祉部児童家庭課 
対象事業等の 

区分 

(2)市政に関する基本的な方針を定める条例の制

定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 
国の基本指針に即して、①特定教育・保育施設及び地域型保育事業の運営基準、②家庭的保育事

業等の設備及び運営基準、③放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準を策定する。 

根拠法令等 

○子ども・子育て支援法 

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律 

○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

法令等の位

置づけ 
義務 

議会提案 平成26年第3回定例会（9月） 施行日 子ども・子育て支援法の施行日 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

■審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：関係団体代表、学識経験者、公募による
市民） 

□市民説明会等 

■パブリックコメント 

広く市民の意見を求めるため。 

■アンケート調査（平成25年度実施） 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
子ども・子育て会議 

会議等の

名称 
子ども・子育て会議 

開催時期 平成25年7月～平成30年3月31日 開催時期 
平成25年7月～平成30年3月31日(本件に関
する審議＝平成26年6月、8月、9月、11月) 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数  年5回以上 回数  年5回以上（H26年度は7回） 

委員の募

集時期 
平成25年4月1日～平成25年4月16日 

募集時期 平成25年4月1日～平成25年4月16日 

公募枠 8人 応募者数 2人 結果 10人 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基づ
く業務に関係する団体から推薦された人物か
ら選出する。 

学識経験者については道都大学と連携し、社会

福祉学科から推薦された人物から選出する。 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基

づく業務に関係する団体から推薦された人物

から選出した。 

学識経験者については道都大学と連携し、社

会福祉学科から推薦された人物から選出した。 

委員人数  １０人 委員人数  10人  出席率 H26 88.6％ 

委員構成

内訳 

公募市民 ２人  団体代表者 ７人 

学識経験者 １人 
委員構成

内訳 

公募市民 2人  団体代表 7人 

学識経験者 1人  その他  人 
会議開催

予定 
■公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 H26延べ18人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ■HP ■担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬300,000円 交通費28,000円 費用内訳 H26委員報酬372,000円 交通費34,262円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年7月1日～平成26年7月31日 

意見提出

期間 
平成26年10月1日～10月31日 

日数 31日間 日数 31日間 

周知方法 
■広報 ■HP ■担当課窓口 ■出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター ☑その他（保育所に設置） 

説明会 

場所 

☐有 ■無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  10件 提出結果 0件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
意見の提出はなかった。 

結果の公

表 
■有 □無 時期 未定 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期   月 実施時期 平成25年11月19日～12月3日 

実施回数   回 実施回数 1回 

対象者  対象者 就学前の子どもの保護者1,500名 

小学生の保護者1,000名 

配布数  配布数 2,500件 

回収数   件（回収率  ％） 回収数 1,394件（回収率55.76％） 

予算内訳  費用内訳 委託料2,835千円 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 



    

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

子ども・子育て会議、パブリックコメント、アンケート調査を実施し、関係団体や市民と十分に意見を交換
し、原案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

変更案の内容について意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出はなかった。 
☑アンケート調査 

 利用者のニーズを収集した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-20 事業名 北広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の制定 

部課名 保健福祉部 児童家庭課 
対象事業等の 

区分 

(13)その他市の機関が市民参加の必要があると

認めるもの 

１ 事業概要 

概要 

子ども・子育て関連3法に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスター

トする予定です。新制度では、幼稚園・保育園が公的給付制度（施設型給付など）に移行するこ

ととなっています。 

その中で、正当な理由なく給付に係る調査等を拒むなどの不誠実な対応を行う事業者、保護者

などに対し、市町村が条例により過料を科することができることとされました。 

北広島市においても、不誠実な対応の抑止のため、過料を科することを予定し、「（仮称）北

広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例」に過料を規定することとします。 

根拠法令等 子ども・子育て支援法 法令等の位置づけ 任意 

議会提案 平成26年第4回定例会（12月） 施行日 平成27年4月1日 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：関係団体代表、学識経験者、公募による

市民） 

☑パブリックコメント 

 広く市民の意見を求めるため。（対象：市民） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
子ども・子育て会議 

会議等の

名称 
子ども・子育て会議 

開催時期 平成25年7月～平成30年3月31日 開催時期 
平成25年7月～平成30年3月31日(本件に関
する審議＝平成26年9月、11月) 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 年5回以上 回数  年5回以上（H26年度は7回） 

委員の募

集時期 
平成25年4月1日～平成25年4月16日 

募集時期 平成25年4月1日～平成25年4月16日 

公募枠 8人 応募者数 2人 結果 10人 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基づ
く業務に関係する団体から推薦された人物か
ら選出する。 

学識経験者については道都大学と連携し、社会

福祉学科から推薦された人物から選出する。 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基

づく業務に関係する団体から推薦された人物

から選出した。 

学識経験者については道都大学と連携し、社

会福祉学科から推薦された人物から選出した。 

委員人数  10人 委員人数 10人 出席率 H26 88.6％ 

委員構成

内訳 

公募市民   2人  団体代表者  7人 

学識経験者  1人 
委員構成

内訳 

公募市民 2人  団体代表 7人 

学識経験者 1人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 H26延べ18人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 300,000円 交通費 28,000円 費用内訳 H26委員報酬372,000円 交通費34,262円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年10月1日～10月31日 

意見提出

期間 
平成26年10月1日～10月31日 

日数 31日間 日数 31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター ☑その他（保育所に設置） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10件 提出結果 0件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
意見の提出はなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期   月 実施時期 平成25年11月19日～12月3日 

実施回数   回 実施回数 1回 

対象者  対象者 就学前の子どもの保護者1,500名 

小学生の保護者1,000名 

配布数  配布数 2,500件 

回収数   件（回収率  ％） 回収数 1,394件（回収率55.76％） 

予算内訳  費用内訳 委託料2,835千円 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

 

【評価を受けての対応】 

 



    

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

子ども・子育て会議、パブリックコメント、アンケート調査を実施し、関係団体や市民と十分に意見を交換
し、原案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

変更案の内容について意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出はなかった。 
☑アンケート調査 

 利用者のニーズを収集した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-21 事業名 学童クラブにおける入所対象学年の拡大と開所時間の延長 

部課名 保健福祉部 児童家庭課 
対象事業等の 

区分 

(9)公共施設の利用方法について定める条例及び

規則の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

児童福祉法の改正により、学童クラブの対象年齢は「おおむね10歳未満の児童」から「小学生」

に拡大されました。市が運営する学童クラブについては、これまで小学3年生まで（障がい児は

4年生まで）を対象としていましたが、法改正に伴い順次6年生まで拡大していきます。 

また、各種アンケートにより明らかとなったニーズに対応するため、開所時間を延長します。 

根拠法令等 児童福祉法 法令等の位置づけ 任意 

議会提案 平成26年第4回定例会（12月） 施行日 平成27年4月1日 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：関係団体代表、学識経験者、公募による

市民） 

☑パブリックコメント 

 広く市民の意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

 市の子ども・子育てに関するニーズを把握するため。（対象：就学前の子どもの保護者、小学生の保護者、

学童クラブ入所児童の保護者） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
子ども・子育て会議 

会議等の

名称 
子ども・子育て会議 

開催時期 平成25年7月～平成30年3月31日 開催時期 
平成25年7月～平成30年3月31日（本件
に関する審議＝平成26年9月、11月） 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 年5回以上 回数  年5回以上（H26年度は7回） 

委員の募

集時期 
平成25年4月1日～平成25年4月16日 

募集時期 平成25年4月1日～平成25年4月16日 

公募枠 8人 応募者数 2人 結果 10人 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基づ

く業務に関係する団体から推薦された人物か

ら選出する。 

学識経験者については道都大学と連携し、社会

福祉学科から推薦された人物から選出する。 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基

づく業務に関係する団体から推薦された人物

から選出した。 

学識経験者については道都大学と連携し、社

会福祉学科から推薦された人物から選出した。 

委員人数  10人 委員人数 10人 出席率 H26 88.6％ 

委員構成

内訳 

公募市民   2人  団体代表者  7人 

学識経験者  1人 
委員構成

内訳 

公募市民 2人  団体代表 7人 

学識経験者 1人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 H26延べ18人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 300,000円 交通費 28,000円 費用内訳 H26委員報酬372,000円 交通費34,262円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年10月1日～10月31日 

意見提出

期間 
平成26年10月1日～10月31日 

日数 31日間 日数 31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター ☑その他（学童クラブ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10件 提出結果 １件、 1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期  実施時期 平成25年11月19日～12月3日 

実施回数  実施回数 1回 

対象者  対象者 就学前の子どもの保護者1,500名 

小学生の保護者1,000名 

配布数  配布数 2,500件 

回収数  回収数 1,394件（回収率55.76％） 

予算内訳  費用内訳 委託料2,835千円 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 入所児童を通して配布、回収 

実施時期  実施時期 平成26年6月2日～6月10日 

実施回数  実施回数 1回 

対象者  対象者 学童クラブ入所児童の保護者 

配布数  配布数 464件 

回収数  回収数 333件（回収率71.77％） 

予算内訳  費用内訳 0円 



    

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

子ども・子育て会議、パブリックコメント、アンケート調査を実施し、関係団体や市民と十分に意見を交換
し、原案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

変更案の内容について意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 意見については今後の研究課題とし、計画には取り入れなかった。 
☑アンケート調査 

 利用者のニーズを収集した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-22 事業名 子どもの権利推進計画の策定 部課名 保健福祉部児童家庭課 

開始年度 H25 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

第5条(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

 

１ 事業概要 

 北広島市子どもの権利条例第25条の規定に基づき、子どもの権利に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため、「北広島市子どもの権利推進計画」を策定するものです。 

 

 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な分野において議論する必要があるため。（構成メンバー：人権、福祉、教育等の関係団体からの推薦、

学識経験者、公募による市民） 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

子どもの権利に関する実態・意識を調査し、今後の啓発広報活動等へ反映させるため。 

 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市子どもの権利推進委員会 

会議等の

名称 
北広島市子どもの権利推進委員会 

開催時期 平成25年7月～ 開催時期 平成26年4月～11月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 年5回 回数 年4回 

委員の募

集時期 
平成25年 

募集時期 平成25年 

公募枠 2人 応募者数 4人 結果 2人 

委員の選

出方法 

団体からの推薦及び公募市民（公募市民につ
いては、小作文及び子どもへの関わりの多さ
で選考） 

委員の選

出方法 

団体からの推薦及び公募市民（公募市民につ
いては、小作文及び子どもへの関わりの多さ
で選考） 

委員人数      10人 委員人数 10人 出席率 85％ 

委員構成

内訳 

公募市民 2人  団体代表者 7人 

学識経験者 1人 
委員構成

内訳 

公募市民 2人  団体代表 7人 

学識経験者 1人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数  １回 2～3人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 300千円 交通費 25千円 費用内訳 委員報酬 516千円 交通費 73千円 

 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年12月頃 

意見提出

期間 
平成27年2月1日～3月2日 

日数   30日間 日数   30日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   10件    提出結果   5件  2人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年3月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 調査表郵送配布、郵送回収 調査方法 調査表郵送配布、郵送回収 

実施時期 平成26年6月 実施時期 平成26年9月～10月 

実施回数 1回 実施回数 1回 

対象者 子ども及び18歳以上の者 対象者 小4～18歳未満 

配布数 子ども500件、18歳以上の者500件 配布数 1,000件 

（小学4～6年314票、中学生以上686票） 

回収数 各350件（回収率70％） 回収数 小170票（回収率54.1％）、 

中以上285票（回収率41.5％） 

予算内訳 役務費（郵便料）139千円 費用内訳 役務費（郵便料）131千円 

 

■その他 

予定 結果 

 

 

 

 関係者

からの

意見聴

取 

児童センター利用者、小学生、児童養護施設

児童に対し、直接意見聴取（平成26年10月

から11月まで） 

 



    

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

子どもの権利推進会議、アンケート調査、パブリックコメントのほか、推進委員会の意見により、子どもに直
接意見を聴取した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画の内容のほか、児童への意見聴取の方法、イメージキャラクターの審査などで意見をいただいた。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見については、計画掲載内容での対応とし、計画の変更は行わなかった。 
☑アンケート調査 

推進委員会の議論により、子どもの意見を中心に聴くため対象を変更して実施。計画中「子どもの権利の保障
を進めるうえでの課題」などに反映した。 
☑その他（子どもに直接意見聴取） 

推進委員会の議論により、子どもへの直接意見聴取を行うべきという意見が出たため実施。計画中「子どもの

権利の保障を進めるうえでの課題」などに反映した。 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-23 事業名 北広島市住生活基本計画の策定 部課名 建設部 建築課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基

本的な事項を定める計画の策定又は変更 

 

１ 事業概要 

概要 本市の住宅政策の基本となる「北広島市住生活基本計画」を策定するものです。 

根拠法令等 住生活基本法 法令等の位置づけ なし 

計画期間 平成27年から平成36年まで（10年間） 策定又は変更の時期 平成27年3月 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

幅広い分野の専門的知識を有する方からの意見を反映させるため。 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

市民の意識を調査し、計画に反映させるため。（抽出調査） 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市住生活基本計画策定検討委員会 

会議等の

名称 
北広島市住生活基本計画策定検討委員会 

開催時期 平成２６年５月～平成２７年３月 開催時期 平成２６年７月～平成２７年２月 

開催日 平日 開催時間帯 未定 開催日 
7月8日、8月27日、

11月11日、2月10日 
開催時間帯 日中 

回数    ４   回 回数 ４  回 

委員の募

集時期 
公募市民なし 

募集時期 公募市民なし 

公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 

（1）学識経験を有する者、（2）住民の住生活に関する団

体その他の関係団体の代表者、（3）市の職員、（4）その他

市長が必要と認める者のうちから委嘱又は任命する。 

委員の選

出方法 

（1）学識経験を有する者、（2）住民の住生活に関する団

体その他の関係団体の代表者、（3）市の職員、（4）その他

市長が必要と認める者のうちから委嘱又は任命する。 

委員人数   10   人 委員人数 10 人 出席率 85％ 

委員構成

内訳 

団体代表者 6 人 

学識経験者 1人 市職員 3人 
委員構成

内訳 

団体代表者 6人 

学識経験者 1人  市職員 3人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬168,000円  交通費28,000円 費用内訳 委員報酬 138,000円 交通費 7,770円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年12月頃 

意見提出

期間 
平成26年12月17日～平成27年1月16日 

日数 30日間 日数 31日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  10件    提出結果  0件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
意見なし。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年1月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年1月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期  7～８ 月 実施時期 平成26年7月17日～8月1日 

実施回数  １回 実施回数 1回 

対象者 市民  対象者 市民 

配布数 2,000件 配布数 1,000件 

回収数 1,200件 （回収率60％） 回収数 362件（回収率36.2％） 

予算内訳 委託費に含む 費用内訳 委託費に含む 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

 

【評価を受けての対応】 

 当初の予定どおり検討委員会を開催する。 

 

 



    

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

検討委員会、市民アンケート、パブリックコメントを実施し、検討委員会での意見等を取り入れながら計画を
策定した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画内容、市民アンケートの内容について意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見なし。 
☑アンケート調査 

検討委員会での意見等を取り入れ、設問項目の内容に反映しアンケートを実施した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-24 事業名 北広島市有害鳥獣被害防止計画の策定 部課名 経済部農政課 

事業開始年度 H26 事業終了年度 H28 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基

本的な事項を定める計画の策定又は変更 

 

１ 事業概要 

概要 
北広島市の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針を策定するもので

す。 

根拠法令等 
鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置

に関する法律 
法令等の位置づけ 任意 

計画期間 平成26年から平成28年まで（3年間） 策定又は変更の時期 平成26年5月 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 北広島市有害鳥獣被害防止計画について、農業者等地域住民から広く意見募集を行い、計画に意見を反映さ

せるものです。 

□アンケート調査 

☑その他（関係機関からの意見聴取） 

関係機関から計画案に対する意見を聴取するため。 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年4月15日～平成26年5月14日 

意見提出

期間 
平成26年4月15日～平成26年5月14日 

日数   30日間 日数   ３０日間 

周知方法 
□広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   5件    提出結果   1件   1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 

計画案への建設的意見だったので計画策定
の参考とすると回答した。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年6月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年5月 

 



    

■その他 

予定 結果 

関係機関

からの意

見聴取 

 関係機関（厚別警察署、道央農業協同

組合、北海道猟友会、北広島市営農指導

対策協議会、石狩農業改良普及センター）

から計画案に対する意見を聴取する。 

（平成26年3月） 

 厚別警察署の役割及び署の担当窓口の修正要求があり、修

正した。北広島市鳥獣被害防止対策協議会の構成機関とし

て、普及ｾﾝﾀｰと営農指導対策協議会ﾒﾝﾊﾞｰとしての普及ｾﾝﾀ

ｰが重複した位置付けになっているとの指摘を受け、営農

指導対策協議会を構成機関から除き、関係機関に含めた。

（平成２６年３月） 

 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】農政課 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 パブリックコメント、計画に関わりのある機関等への意見聴取を行い、計画の策定をおこなった。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑パブリックコメント 

 １件の意見だけであったが、計画に対する建設的な意見であったので、計画策定の参考とした。 
☑その他（関係機関からの意見聴取） 

関係機関から意見を聴取し、計画に反映した。 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

1-25 事業名 北広島市水道事業財政計画の策定 部課名 水道部業務課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基

本的な事項を定める計画の策定又は変更 

 

１ 事業概要 

概要 平成27年度を初年度とする３ヶ年の北広島市水道事業財政計画を策定するものである。 

根拠法令等 なし 法令等の位置づけ なし 

計画期間 平成27年度から平成29年度まで（3年間） 策定又は変更の時期 平成27年3月 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

各地域の学識経験者等による議論が必要なため。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市水道事業経営審議会 

会議等の

名称 
北広島市水道事業経営審議会 

開催時期 平成26年9月～平成27年2月 開催時期 平成26年10月14日～平成27年2月16日 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 平日 平日 開催時間帯 18:30～20:00 

回数 6回 回数 5回 

委員の募

集時期 
募集済み（任期 Ｈ25.12.1～Ｈ28.11.30） 

募集時期 募集済み（任期 Ｈ25.12.1～Ｈ28.11.30） 

公募枠 3人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

地域構成、男女比、年齢構成等を考慮 委員

の在職年数等を考慮して選出 （公募を含

む。） 

委員の選

出方法 
広報紙、ＨＰにおいて、委員の公募を行っ
たが、結果的に応募者がいなかったことか
ら、男女比、年齢構成、地域バランス等を考
慮した上で、市内の学識経験者を選任した。 

委員人数 10人 委員人数 10人 出席率 90％ 

委員構成

内訳 
公募市民2人 学識経験者8人 

委員構成

内訳 

公募市民 2人  団体代表  人 

学識経験者 8人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   3人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 360,000円 交通費 30,000円 費用内訳 委員報酬 276,000円 交通費 17,057円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年11月下旬～12月上旬  

意見提出

期間 
平成26年12月18日～平成27年1月17日 

日数 30日間 日数 30日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 5件    提出結果  2件  1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 

今後の参考とし、計画案の修正は行わなかっ
た。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年1月  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

【評価を受けての対応】 

 事前評価の結果を受け、ほぼ予定したとおりに審議会

及びパブリックコメントを実施した。 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

水道事業経営審議会及びパブリックコメントを実施することにより、市民と意見を交換し、計画案を作成した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画案の内容のほか、今後の経営努力等について意見を受けた。 
☑パブリックコメント 

２件の意見について、今後の参考とし、計画案の修正は行わなかった。 
 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-26 事業名 北広島市公民館条例の一部改正 

部課名 教育部社会教育課 
対象事業等の 

区分 

(9)公共施設の利用方法について定める条例及び

規則の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 
北広島市中央公民館大規模改修に伴い、条例に定める施設の種別と基本使用料を改正、規則に定

める休館日を改正します。 

根拠法令等 なし 法令等の位置づけ なし 

議会提案 平成26年第4回定例会（12月） 施行日 平成27年4月1日 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年9月15日～10月14日 

意見提出

期間 
平成26年9月15日～10月14日 

日数  30日 日数 30日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  5件 提出結果 0件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年10月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年10月 

 



    

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

事前評価を受けて「広報きたひろしま」「市ＨＰ」「出

先機関等行政資料コーナー」で一般市民の意見を求め

る。 

 

 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 パブリックコメントを実施し、市民から広く意見を求めて原案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 意見はなく、原案どおり条例案を議会に提出した。 
 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理
番号 

1-27 事業名 北広島市火災予防条例の一部改正 部課名 消防本部予防課 

開始年度 H25 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（3）市民に義務を課し、又は市民の権利

を制限する条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

平成25年8月に発生した京都府福知山花火大会火災を踏まえ、消防法施行令の一部を改正する

政令（平成25年政令第368号）が公布され、対象火気器具等の取扱いに関する条例制定基準の見

直しが図られました。また、火災予防条例（例）の一部改正について通知されました。 

これを受け、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備、屋外における催しの防火管理体制

の構築を図るため、北広島市火災予防条例の一部を改正するものです。 

根拠法令等 消防法 法令等の位置づけ 義務 

議会提案 平成26年第2回定例会 施行日 公布の日 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成26年４月１日 

意見提出

期間 
平成26年4月1日～平成26年4月30日 

日数 30日間 日数   30日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10件 提出結果  0件  0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

作成する資料については、市民に分かりやす

い表現を心がける。 

意見の取

り扱い 

意見の提出がなかったため、原案通り平成
26年度第2回定例会に提案し、議決された。 
改正後の条例については、平成 26 年 8 月 1
日に施行された。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年5月頃 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年5月 

 



    

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施したが、意見の提出がなかったため、原案通り議会に提案し議決された。 
このたびの火災予防条例の一部改正の契機となった花火大会火災は、社会的に関心を集めていたため、多数

の意見の提出も考えられた。 
条例改正の内容が、市民の生活に影響するものであることから、当市の実状に合った内容で原案を作成する

よう心がけた。 
結果として、当市においては意見の提出がなかった。 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出がなかったため、原案通り議会に提案した。 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理
番号 

2-1 事業名 

指定地域密着型サービスの事業に関す

る基準を定める条例及び指定地域密着

型介護予防サービスの事業に関する基

準を定める条例の一部改正について 

部課名 高齢者支援課 

開始年度 H26 終了年度 H26 
対象事業等の

区分 

（2）市政に関する基本的な方針を定める

条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 
平成26 年4 月1 日から施行した北広島市暴力団の排除の推進に関する条例の基本理念に基づ

き、認知症高齢者グループホームなどの地域密着型介護サービス事業所の従業員の人数や設備、

運営、法人格の有無に関する基準を定める条例に暴力団を排除する規定を追加するものです。 

根拠法令等 北広島市暴力団の排除の推進に関する条例 法令等の位置づけ なし 

議会提案 平成26年第4回定例会 施行日 平成27年4月1日 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：医師、歯科医師、介護サービス団体、学識経

験者、福祉関係団体等） 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑その他（関係団体等との意見交換） 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事業所から意見を求めるため。 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
地域包括支援センター運営協議会 

開催時期  開催時期 平成26年10月16日 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 回 回数 1回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成24年実施済み 

公募枠 2人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

公募市民については、広報で募集 

団体代表者については、団体における実績等

を考慮し推薦 

委員人数      人 委員人数 8人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 

公募市民  人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  0人  団体代表 7人 

学識経験者 1人  その他  人 
会議開催

予定 
□公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 6,000円×7人 交通費 5,600円 費用内訳 委員報酬 6,000円×8人 交通費4,756円 

 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
月 日から 月  日まで 

意見提出

期間 
10月1日から10月31日まで 

日数     日間 日数  31 日間 

周知方法 
□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数   件    提出結果  0件 0 人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
意見の提出はなかった。 

結果の公

表 
□有 □無 時期 平成  年  月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成26年11月 

 

■その他 

予定 結果 

  関 係 団

体 等 と

の 意 見

交換 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事

業所から意見を求め、条例案作成の参考とす

る。 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切であ

ると認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 



    

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 地域密着型サービス等運営委員会、パブリックコメントを実施し、専門家及び市民と十分に意見を交換し、

原案を作成した。 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

条例案の内容等について意見をもらった。 

□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出はなかったので原案のとおり議会に提案した。 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 



    



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-2 事業名 国民健康保険税条例の一部改正 

部課名 保健福祉部 国保医療課 
対象事業等の 

区分 

(5)市税の税率の引上げを目的として行う条例の

制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 
北広島市国民健康保険の今後の安定的な事業運営と財政の健全化を図ることを目的に、国民健

康保険税率（額）を改定するため、北広島市国民健康保険税条例の一部改正を行う。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：被保険者を代表する委員、保険医又は保

険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員、被用者保険等保険者を代表する委員） 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
北広島市国民健康保険運営協議会 

（任期：平成25年8月1日～Ｈ27年7月31日） 

開催時期  開催時期 平成26年6月～平成27年2月 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 18時～ 

回数  回 回数  6回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成25年度に募集済み 

公募枠 2人 応募者数 2人 結果 2人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

公募市民については、国保被保険者から募集

し、小論文等により選考した。 

団体代表者や学識経験者等については、団体

等の事業内容等を考慮し推薦を依頼した。 

委員人数  人 委員人数 7人 出席率 90％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民 2人  団体代表 2人 

学識経験者 2人  その他 1人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬22,800円 交通費12,060円 



    

 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成２６年１２月１７日～ 

平成２７年１月１６日 

日数  日数 31日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0件、 0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
提出意見はなく、案のとおり条例改正を行った。 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年2月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市国民健康保険税条例の一部改正にあたり、国民健康保険運営協議会での審議、答申内容を反映させ、
パブリックコメントを実施し市民に広く意見を求めた。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 活発な審議が行われ、当初の予定より回数を増やして開催した。 
☑パブリックコメント 

 意見の提出はなかったが、市民へ広く周知することができた。 
 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 



    

平成26年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-3 事業名 いじめ防止基本方針の策定 

部課名 教育部 青少年課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

本市では、いじめに対する取組として、いじめ問題等対策委員会でその対策やあり方と検討し、

また、「いじめ危機管理マニュアル」などを作成・活用を通じていじめの未然防止と早期発見、早

期解消に取り組んできました。 

平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、その後国の「いじめ防止等のための基

本的な方針」が示されました。また、北海道においても「北海道いじめの防止等に関する条例」

「北海道いじめ防止基本方針」を策定されました。 

本市におけるいじめ防止等の対策をより効果的に進めるため、「北広島市いじめ防止基本方針」

を策定します。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 いじめ防止等に関して専門的な内容について議論する必要があるため 

（行政以外の構成メンバー：医師、教育機関の職員、学識経験者） 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民に広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
北広島市いじめ等問題対策委員会 

開催時期 
 

開催時期 
平成26年8月26日、10月3日、平成27年

2月12日 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 19時から20時 

回数  回 回数 3回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 公募市民なし 

公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 
 

委員人数  人 委員人数 10人 出席率 66％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  人  団体代表  人 

学識経験者 5人  その他 5人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
■公開 □非公開 傍聴人数 0人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ■その他（各委員に通知） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬120,000円 交通費5,481円 



    

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成26年12月15日～平成27年1月15日 

日数  日数 32日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

■広報 □HP □担当課窓口 ■出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 □無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0件、 0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
■有 □無 時期 平成27年2月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 いじめ等問題委員会の開催やパブリックコメントを実施し、専門的な意見などを反映し原案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 いじめ防止基本方針（素案）について意見をいただき、そのなかで「いじめの構造」や表現などの修正し原
案を作成した。 
☑パブリックコメント 

 パブリックコメントでの意見はなかった。 
 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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